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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月25日(2017.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡張音声データ最適化（ＥＶＤＯ）セッションのためにデフォルトのアイドル状態プロ
トコルを使用することによって特徴づけられる、ワイヤレス通信の方法であって、
　ネットワークにおいて動作中のチャネルのリストを特定するメッセージを受信すること
と、
　前記チャネルのリストから少なくとも１つのサポートされていないチャネルを取り除く
ために前記ネットワークとネゴシエートすることなく前記チャネルのリストから前記少な
くとも１つのサポートされていないチャネルを取り除くことでチャネルのサブセットリス
トを生成することと、
　前記ネットワークとの通信を確立するために前記チャネルのサブセットリストからチャ
ネルを識別することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　アクセス端末が前記チャネルのリストにリストされている１つ以上のチャネルをサポー
トしないと決定することと、
　前記アクセス端末がサポートしない前記１つ以上のチャネルを前記チャネルのリストか
ら取り除くことと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アクセス端末のハードウェアが前記１つ以上のチャネルをサポートしないと決定す
ることをさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記チャネルのリストからの前記少なくとも１つのサポートされていないチャネルの各
々が前記ネットワークとの前記通信を確立することについての考慮から除外されるという
インジケーションを記憶することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記チャネルのリストからの前記少なくとも１つのサポートされていないチャネルの除
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去の結果として、前記チャネルのサブセットリストにリストされているチャネルの量を計
算することと、 
　前記チャネルのサブセットリストを生成した後に、前記チャネルのサブセットリスト内
にインデックスを生成するためにハッシュアルゴリズムを実行することとをさらに備え、
　前記チャネルの量は、前記ハッシュアルゴリズムのための入力パラメータである、請求
項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ネットワークの基地局とのＥＶＤＯセッションネゴシエーションを行なうことをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ネットワークの前記基地局との前記ＥＶＤＯセッションネゴシエーションは、前記
チャネルのリストからの前記少なくとも１つのサポートされていないチャネルの除去後に
行なわれる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　拡張音声データ最適化（ＥＶＤＯ）セッションのためにデフォルトのアイドル状態プロ
トコルを使用することによって特徴づけられる、ワイヤレス通信のために構成された装置
であって、
　ネットワークにおいて動作中のチャネルのリストを特定するメッセージを受信するため
の手段と、
　前記チャネルのリストから少なくとも１つのサポートされていないチャネルを取り除く
ために前記ネットワークとネゴシエートすることなく前記チャネルのリストから前記少な
くとも１つのサポートされていないチャネルを取り除くことでチャネルのサブセットリス
トを生成するための手段と、
　前記ネットワークとの通信を確立するために前記チャネルのサブセットリストからチャ
ネルを識別するための手段と
　を備える、装置。
【請求項９】
　前記装置が前記チャネルのリストにリストされている１つ以上のチャネルをサポートし
ないと決定するための手段をさらに備え、
　前記生成するための手段は、前記装置がサポートしない前記１つ以上のチャネルを前記
チャネルのリストから取り除くように構成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記生成するための手段は、前記装置のハードウェアが前記１つ以上のチャネルをサポ
ートしないと決定するように構成される、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記チャネルのリストからの前記少なくとも１つのサポートされていないチャネルの各
々が前記ネットワークとの前記通信を確立することについての考慮から除外されるという
インジケーションを記憶するための手段をさらに備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記チャネルのリストからの前記少なくとも１つのサポートされていないチャネルの除
去の結果として、前記チャネルのサブセットリストにリストされているチャネルの量を計
算するための手段をさらに備え、
　前記チャネルを識別するための前記手段は、前記チャネルのサブセットリストを前記生
成した後に、前記チャネルのサブセットリスト内にインデックスを生成するためにハッシ
ュアルゴリズムを実行するように構成され、
　前記チャネルの量は、前記ハッシュアルゴリズムのための入力パラメータである、請求
項８に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ネットワークの基地局とのＥＶＤＯセッションネゴシエーションを行なうための手
段をさらに備える、請求項８に記載の装置。
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【請求項１４】
　前記ネットワークの前記基地局との前記ＥＶＤＯセッションネゴシエーションは、前記
チャネルのリストからの前記少なくとも１つのサポートされていないチャネルの除去後に
行なわれる、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　命令を備えるコンピュータ読み取り可能記憶デバイスであって、
　命令がプロセッサによって実行されるときに、請求項１ないし７のうちのいずれかにし
たがう方法を前記プロセッサに実行させる、コンピュータ読み取り可能記憶デバイス。
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